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白岡市参画と協働のまちづくり審議会条例（抜粋） 

 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。  

⑴ 条例第２０条の規定による検証に関すること。  

⑵ 市政における参画と協働のまちづくりの推進に関すること。  

⑶ 市民活動に関する情報を収集し、又は発信する場所の検討に関する

こと。 

 

【説明】  

１  ここでは、本審議会が所掌する事項を規定しています。  

 ２  第１号では、自治基本条例第２０条の規定による検証を定めています。  

これは、自治基本条例の施行後４年を超えない期間ごとに、同条例に規定

されている自治のあり方を検証するもので、具体的には、自治基本条例の内

容がその時代や社会情勢の変化に即したものであるか、また、市民の市政へ

の参画や市と市民との協働などが実際の施策や事務事業の中で推進されて

いるかについて検証するものです。  

３  第２号では、参画と協働のまちづくりの推進に関することと定めています。 

これは、市が実施する参画と協働のまちづくりに関する施策に対し、意見

等をするものです。  

４  第３号では、市民活動に関する情報を収集し、又は発信する場所の検討に

関することと定めています。  

これは、参画と協働に関して、市民同士が情報交換するとともに、市民活

動団体などが情報発信できる場所について、長期展開も含め、意見等をする

ものです。  
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当審議会の役割（概念図） 
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行政活動  市民活動  

協働  

 

選挙  
選挙  

自治会  

老人クラブ  

こども会  

ボランティア団体  

市民団体  

ＮＰＯ団体  

 などの活動  
市役所  

⑴  条例第２０条の規定による検証に関すること。  

⑵  市政における参画と協働のまちづくりの推進

に関すること。  

⑶  市民活動に関する情報を収集し、又は発信する

場所の検討に関すること。  

当審議会 

諮問・答申、提言、意見等  

参画  

参加 

指揮 

監督 

執行 

協力･牽制･監視  

企業などの活動  

※協働のさまざまな
形 態 に つ い て は 、  
参考資料のとおり。  
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参考資料 

 

「白岡町住民協働の指針」から抜粋（平成１９年８月策定）  

 


